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委託業務仕様書 

 

１ 業務名 

  令和７年度県職員ドローン技術向上研修業務 

 

２ 業務期間 

  契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 業務目的 

 ドローンに関する講義や実技訓練の実施、相談を通じて、ドローン飛行における知識や技能

を持つ県職員を養成することで、ドローンの活用による行政サービスの向上や県庁内の業務効

率化を図る。 
〔活用例〕 

観光地の広報、施設の屋根や壁等の現状把握や点検、産業廃棄物の不法投棄監視、自然公園の

原生林調査や違法伐採監視、遺跡等の地形や建造物の三次元図面の作成 

 

４ 業務概要 

（１）研修業務 
講義及び実技訓練を行うこと。 

詳細は、「９ 研修内容（案）」のとおり。 

（２）相談業務 
受講者の相談や質問（（例）関係法令、操縦方法、飛行場所、メンテナンス等）に対して、電

話やメール等で回答する機会を設けること。 

 

５ 受講人数 

（１）研修業務 
① 講義 

200名程度（実技訓練受講者 50名程度、本業務に興味のある者 150名程度） 

※６（１）①アのとおり、動画配信を予定していることから、講義受講者は200名を超え

る可能性あり。 

② 実技訓練 

50 名程度 

（１チーム当たり５名程度の編成とし、１チームの訓練期間は２日間で、合計 10 チーム程   

度で約 20 日間実施すること。） 

（２）相談業務 

50名程度（実技訓練受講者） 
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６ 業務内容 

（１）研修業務 
① 研修日程の設定 

ア 講義は、７月中の午前10時から午後５時までの間（昼休憩を１時間確保すること）に、

３時間以上実施すること。実施方法は、オンラインでのライブ配信及びアーカイブ配信を

原則とするが、すでに応募者において保有する研修用の動画で代替可能であれば、当該動

画の配信で実施することも可能とする。 

 なお、日程及び配信期間については、県と協議の上、決定すること。 

イ 実技訓練は、7月下旬から12月まで（予備月は1月）の、午前10時から午後５時までの間

（昼休憩を１時間確保すること）に、１チーム当たり２日間の10時間以上で実施するこ

と。 

 なお、日程については、県と協議の上、決定することとし、開催月に偏りがないよう、

平準化するとともに、受講しやすい日程で設定すること。 

② 実技訓練会場の設定 

 会場は、原則、和歌山市内で実施すること。 

 なお、会場については、県と協議の上、決定することとし、受講者が実技訓練を受講しや

すいよう、公共交通機関を利用しやすい会場又は自家用車での受講に支障がない程度の規模

の駐車場がある会場を設定すること。 

③ 講師の手配 

ア 受託者は、航空法（昭和27年法律第231号）第132条の69に基づく、国土交通大臣の登録

を受けた者（登録講習機関）であること。 

イ 受託者は、令和５年度以降に、国又は地方公共団体において、ドローンに係る研修実績

（受講者５名以上、かつ、国土交通省の「無人航空機飛行マニュアル（令和7年3月31日

版）」における「基本的な操縦技量の習得」及び「業務を実施するために必要な操縦技量

の習得」の内容と同等もしくはそれ以上）があること。 

ウ 受託者は、二等無人航空機操縦士の技能証明（無人航空機の飛行の方法について限定が

されていないものに限る。）を有する者であって、６か月以上無人航空機を飛行させた経

験を有する者（航空法第132条の70の表の「二 二等無人航空機操縦士の講習を行うための

講習機関」の項「講師の条件」の欄に該当する者をいう。）が講師に含まれる体制をとる

こと。 

④ 研修計画及び研修教材の作成 

 本業務に必要な研修計画及び研修教材について、県と協議の上、作成すること。 

⑤ ドローン機体等の配備 

 ドローンの機体、周辺機器等、本業務において必要なものを用意することし、機体等は、

汎用性が高いものとする。 

 なお、本業務において、機体等が破損や修理等が必要になった場合は、受託者において対

応すること。 
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⑥ 保険の加入 

 対人賠償や対物賠償等の本業務に必要な保険に加入するなど、安全に配慮した体制を構築

すること。 
⑦ 到達度テストの実施 

ア 受講者の理解度を確認するため、講義及び実技訓練において、到達度テストを行うこ

と。 

イ 受講者が、講義及び実技訓練の到達度テストにおいて、操縦技量を習得したと認められ

る場合は、研修修了証明書を発行すること。 

（２）相談業務 
 受講者の相談や質問に対して、電話やメール等で回答する機会を設けること。 

（３）上記業務に加えて、業務目的の効果が高まる提案を行うこと。 

〔提案例〕 

・受講者の知識や操縦技能が高まる効果的かつ効率的な研修内容の提案 

・魅力的な映像を撮影するための空撮技術や施設点検時の撮影方法など、実際の業務を

想定した研修内容の提案 

・受講者同士が知識や操縦技能に関して、情報交換できる場の提供 

・受講者の関係法律や操縦方法等の質問について、迅速に解決できるフォローアップ体

制の構築 

 

７ 実績報告書及び成果物の提出 

 以下の実績報告書及び成果物を、電子媒体、又は適した手段により業務期間内に提出するこ

と。 

・研修の計画、研修の教材、研修の様子 

・相談件数及び質疑応答内容 

・その他、県が提出を求めるもの 

 

８ その他 

（１）受託者は、必要な知識、経験、技能を持った従事者をもって業務実施にあたらせ、適切かつ

円滑な業務の遂行のために、常に責任ある業務の遂行に必要な体制を整備すること。 

（２）受託者は、事業の進捗、今後の方向性等を確認するため、定期的に県と協議を実施するこ

と。また、県から指示、問い合わせがあった場合、速やかに対応すること。 

（３）受託者は、本業務の実施にあたって取得した物品のうち、取得価額が５万円以上の物品に

ついては県に帰属するものとし、本業務終了後は県に引き渡すこと。 

（４）受託者は、本業務完了後５年間は事業に係る帳簿等を保管し、県監査委員等の検査に協力

すること。 

（５）受託者は、本業務が公費の財源であることから、業務目的をよく理解した上で、事業開始後

であっても、予算の範囲内で県の指示に従うこと。 
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（６）受託者は、業務期間の満了、又は契約の解除により契約が終了するときは、委託業務につき

適切な安全措置をとり、県又は県の指名する者に誠意をもって引き継ぐこと。その調整等に

係る費用一切は、本調達に含むこと。 

（７）受託者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行い、事業の遂行を通じて知り得た情報を

漏らしてはならない。事業完了後においても同様とすること。 

（８）本業務により発生する実績報告書等成果物の所有権、著作権（著作権法（昭和 45 年法律第

48 号）第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）、利用権は、すべて県に帰属するものとする。ま

た、成果物の一部に第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、所有権、著作権、利用権

等に関して必要な手続を行い、使用料等の負担及び責任は受託者が負うものとする。 

（９）成果物に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償請求等が生じた時は、県の責めに帰すべ

き事由による場合を除き、受託者の責任と負担によりこれを処理解決するとともに、県に損

害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならない。 

（10）本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議の上、定めるものとする。 

 
９ 研修内容（案） 

 「３ 業務目的」におけるドローンの活用業務については、「カテゴリーⅡ飛行」を想定し

ていることから、国土交通省の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（カテゴリ

ーⅡ飛行）（令和７年 3 月 19 日最終改正（国空無機第 100036 号））」に基づき、国土交通大臣

から許可又は承認が見込める研修内容にすること。 

項目 時期 時間 回数 内容（案） 

講義 ７月中 
３時間 

以上 
１回 

○航空法関係法令に関する知識（無人航空機

に関する事項） 

○安全飛行に関する知識 

飛行ルール（飛行の禁止空域、飛行の方法）、

気象に関する知識、無人航空機の安全機能

（フェールセーフ機能等）、取扱説明書等に

記載された日常点検項目、無人航空機を飛

行させる際の安全を確保するために必要な

体制、飛行形態に応じた追加基準等 

○手続関係 

無人航空機登録制度、機体認証、飛行許可及

び承認申請、飛行計画の通報及び飛行日誌

の作成等 



5 

 

実技 

訓練 

7 月下旬から

12 月まで 

（予備月は 

1 月） 

10 時間 

以上 
20 回程度 

国土交通省の無人航空機飛行マニュアル

（令和 7 年 3 月 31 日版）における「基本的

な操縦技量の習得」及び「業務を実施するた

めに必要な操縦技量の習得」の内容と同等

もしくはそれ以上 

 


